
○（一般調停）離婚，離縁など

　　　 　　　　　　規137の2,7の2

　　　　　　　　　　　　　　規142の3

　

　法21Ⅰ

　法17,18 規137
　規2,3

　法26Ⅱ

　規138の2

○（特殊調停）認知，婚姻無効・取消しなど

　　　　　　　　　　　　　　　　規142の3

                法23

　　　　　　　　 法25Ⅲ

　法17,18 　　規137
　規2,3

　　　　　　　　　　　　　　　法25Ⅰ
　　　　　　　　　　法26Ⅱ 　　　　　　　　　　　　　　　規139
　　　　　　　　　　規138の2

　※「法」・・・家事審判法　　　「規」・・・家事審判規則
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